
ふるさとみずなみ応援寄附金返礼品募集要項 

１ 概要 

（１）ふるさと納税制度について 

ふるさと納税制度とは、「生まれ育ったふるさとを応援したい」「ふるさとに貢献したい」と

いった納税者の思いを実現するため、納税者が応援したい自治体を選んで寄附をした場合、2,000 

円を超える部分についてその一定限度額まで所得税と合わせ個人住民税が控除される寄附金税制

のことです。 

寄附先は出身地に限らず、すべての自治体から自由に選ぶことができます。 

 

（２）返礼品の募集について 

瑞浪市では、10,000円以上のふるさと納税を寄附いただいた市外在住の方に、地場産品を返礼

品として贈呈しています。魅力的な返礼品を揃えて、市の魅力を全国にＰＲするとともに、寄附

金を集め市の歳入を確保するため、ふるさと納税返礼品として地場産品をご提供いただける事業

者を随時募集しています。 

 

２ 事業者のメリット 

①返礼品の商品代（包装代や箱代を含む）及び送料実費は市が負担します。人気の返礼品となれ

ば、全国への販路拡大と売上向上につながります。 

②返礼品の商品画像や商品名、取扱事業者名、商品説明文等を全国の方々がアクセスする「ふる

さと納税ポータルサイト」に掲載しますので、商品のＰＲにつながります。 

瑞浪市では、以下のふるさと納税ポータルサイトを利用しています。 

◆ふるさとチョイス ◆さとふる ◆楽天ふるさと納税 ◆ふるなび ◆au PAYふるさと納税 

◆セゾンのふるさと納税 ◆ＡＮＡのふるさと納税  

③商品の発送にあたって、自社商品のパンフレットやチラシ等を同封することも可能です。 

 

３ 寄附金額の設定 

返礼品の価格（包装代・箱代を含み、送料を除く市が事業者に支払う税込の金額）が寄附金額

の３割以下となるよう対象寄附金額を設定しています。 

 

４ 応募の要件 

応募にあたっては、以下の「事業者の要件」及び「商品の要件」のいずれも満たしていること

が必要です。 

（１）事業者の要件 

①市税の滞納がないこと。 

②代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に掲

げる暴力団の構成員等でないこと。 

③インターネットに接続でき、システムによる受注処理が可能であること。 

   ※市は、返礼品の在庫管理、発注等の業務を事業者（以下、「委託事業者」という。）に委

託するため、委託事業者の提供するシステムを利用するにあたり、インターネットに接続



する環境が必要となります。 

 

（２）商品の要件 

①以下のア～キ（平成３１年４月１日付け総務省告示第１７９号第５条各号）のいずれかの要

件に該当するものであること。 

ア 市内において生産されたもの 

イ 市内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの 

ウ 市内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、

相応の付加価値が生じているもの（食肉の熟成又は玄米の精白である場合は、岐阜県内

で生産されたものを原材料するものに限る） 

⇒実質的な変更を加える加工又は製造に該当しないものは不可（単なる切断、瓶・箱等

の包装容器に詰めること、単なる部品の組み立て等） 

エ 市内において生産されたものであって、近隣の他市町村内で生産されたものと混在した

もの（流通構造上、混在することが避けられない場合に限る） 

⇒複数自治体を管轄するＪＡが区域内と区域外で生産された米をブレンドし「○○米」

として出荷されたもの等 

オ 市のＰＲを目的としたキャラクターグッズ、オリジナルグッズ等 

カ 上記ア～オに該当する返礼品と、その返礼品に附帯するものとを合わせて提供するもの    

（当該返礼品の価値が、提供するものの価値全体の７割以上であること） 

キ 市内で提供される役務等であり、その役務の主要な部分が瑞浪市に関連するもの 

 

②賞味期限、使用期限等の期限が設定されている商品については、原則として、返礼品の到 

着の際に１週間以上の期限があること。 

⇒鮮度が高く要求される生鮮食品や生花等、時間の経過により利用価値が著しく損われるも

ので、予めその旨商品説明でお断りしている場合はこの限りではありません。 

 

③品質及び数量の面において、安定供給が見込めること（予め期間や数量を限定することは可

能）。 

 

５ 申込方法 

「ふるさとみずなみ応援寄附金「返礼品」取扱い事業者登録申請書」に必要事項を記入の上、

瑞浪市役所市民協働課へ提出してください。 

返礼品の登録については、別途、委託事業者が指定する方法で、委託事業者へ提出してくださ

い。 その後、本市の寄附者に対する返礼品として適当と認められるかを市が総合的に判断し、委

託事業者を通じて選考結果を応募事業者に通知します。 

なお、返礼品登録の際、委託事業者と取引商品売買に係る契約の締結が別途必要になります。 

 

６ 委託事業者  

効率的な運営、安心安全に配慮した返礼品の手配、寄附者・配送等に係る情報の適正管理、ク

レーム対応等に万全を期すため、ふるさと寄附金に関する業務全般を次の事業者に委託していま



す。 

 

株式会社さとふる 西日本営業所 

大阪市北区大深町４番２０号 グランフロント大阪タワーＡ２２Ｆ 

電話：06-6292-5551  FAX：06-6292-5562 

 

７ その他留意事項 

（１）事業者は、寄附者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び瑞浪市個人情報 

保護条例の規定を遵守し、適正に取り扱わなければなりません。 

（２）事業者は、返礼品の適正な品質管理等を徹底してください。 

（３）返礼品の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応し解決に努め、

その内容について必ず市へ報告してください。 

なお、品質等による保証やクレーム対応については、市は一切の責任を負いません。 

（４）返礼品は、寄附者から申込時に選択された場合に発送等をお願いするものです。選択され 

ない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

（５）瑞浪市は、応募内容に虚偽があったとき又は事業者若しくは返礼品が本事業にふさわしく

ないと認められるときは、返礼品に係る承認を取り消すことがあります。 

 

８ 問い合わせ先 

   〒509－6195 瑞浪市上平町一丁目１番地 

    瑞浪市役所 まちづくり推進部市民協働課 

    TEL：0572－68－9756（直通） 

     E-mail:kyoudou@city.mizunami.lg.jp


